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高鍋町告示第36号 

 令和７年第３回高鍋町議会定例会を次のとおり招集する。 

    令和７年８月29日 

                              高鍋町長 黒木 敏之 

１ 期 日  令和７年９月４日（木） 

２ 場 所  高鍋町役場議場 

──────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

日髙 正則君          森﨑 英明君 

橋  重文君          春成  勇君 

兒玉 秀人君          中村 末子君 

永友 良和君          森  弘道君 

加藤 秀文君          樫原 富子君 

松岡 信博君          緒方 直樹君 

田中 義基君          古川  誠君 

──────────────────────────────── 

○９月８日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○９月９日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○９月10日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○９月22日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

──────────────────────────────── 
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────────────────────────────────────────── 

令和７年 第３回（定例）高 鍋 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                           令和７年９月４日（木曜日） 

────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                       令和７年９月４日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 諸報告 

      （１）議長の会務報告 

      （２）議員派遣の報告 

      （３）常任委員会行政調査の報告 

      （４）例月現金出納検査結果報告 

      （５）町長の政務報告 

 日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 報告第５号 令和６年度高鍋町健全化判断比率について 

 日程第５ 報告第６号 令和６年度高鍋町公営企業資金不足比率について 

 日程第６ 報告第７号 令和６年度高鍋町教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価等について 

 日程第７ 議案第44号 令和６年度高鍋町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て 

 日程第８ 議案第45号 令和６年度高鍋町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて 

 日程第９ 認定第１号 令和６年度高鍋町一般会計歳入歳出決算について 

 日程第10 認定第２号 令和６年度高鍋町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について 

 日程第11 認定第３号 令和６年度高鍋町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につい

て 

 日程第12 認定第４号 令和６年度高鍋町介護認定審査会特別会計歳入歳出決算につい

て 

 日程第13 認定第５号 令和６年度高鍋町介護保険特別会計歳入歳出決算について 

 日程第14 認定第６号 令和６年度高鍋町一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計歳入歳出決

算について 

 日程第15 認定第７号 令和６年度西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計歳入歳出

決算について 

 日程第16 認定第８号 令和６年度高鍋町水道事業会計決算について 

 日程第17 認定第９号 令和６年度高鍋町下水道事業会計決算について 

 日程第18 議案第46号 高鍋町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 
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 日程第19 議案第47号 高鍋町議会議員及び高鍋町長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部改正について 

 日程第20 議案第48号 高鍋町火入れに関する条例の一部改正について 

 日程第21 議案第49号 高鍋町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正

について 

 日程第22 議案第50号 令和７年度高鍋町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第23 議案第51号 令和７年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第24 議案第52号 令和７年度高鍋町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第25 議案第53号 令和７年度高鍋町介護認定審査会特別会計補正予算（第１号） 

 日程第26 議案第54号 令和７年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第27 議案第55号 令和７年度高鍋町下水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第28 令和６年度高鍋町一般会計及び特別会計等決算審査結果報告 

──────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 諸報告 

      （１）議長の会務報告 

      （２）議員派遣の報告 

      （３）常任委員会行政調査の報告 

      （４）例月現金出納検査結果報告 

      （５）町長の政務報告 

 日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 報告第５号 令和６年度高鍋町健全化判断比率について 

 日程第５ 報告第６号 令和６年度高鍋町公営企業資金不足比率について 

 日程第６ 報告第７号 令和６年度高鍋町教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価等について 

 日程第７ 議案第44号 令和６年度高鍋町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て 

 日程第８ 議案第45号 令和６年度高鍋町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて 

 日程第９ 認定第１号 令和６年度高鍋町一般会計歳入歳出決算について 

 日程第10 認定第２号 令和６年度高鍋町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について 

 日程第11 認定第３号 令和６年度高鍋町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につい

て 

 日程第12 認定第４号 令和６年度高鍋町介護認定審査会特別会計歳入歳出決算につい

て 
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 日程第13 認定第５号 令和６年度高鍋町介護保険特別会計歳入歳出決算について 

 日程第14 認定第６号 令和６年度高鍋町一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計歳入歳出決

算について 

 日程第15 認定第７号 令和６年度西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計歳入歳出

決算について 

 日程第16 認定第８号 令和６年度高鍋町水道事業会計決算について 

 日程第17 認定第９号 令和６年度高鍋町下水道事業会計決算について 

 日程第18 議案第46号 高鍋町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 日程第19 議案第47号 高鍋町議会議員及び高鍋町長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部改正について 

 日程第20 議案第48号 高鍋町火入れに関する条例の一部改正について 

 日程第21 議案第49号 高鍋町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正

について 

 日程第22 議案第50号 令和７年度高鍋町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第23 議案第51号 令和７年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第24 議案第52号 令和７年度高鍋町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第25 議案第53号 令和７年度高鍋町介護認定審査会特別会計補正予算（第１号） 

 日程第26 議案第54号 令和７年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第27 議案第55号 令和７年度高鍋町下水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第28 令和６年度高鍋町一般会計及び特別会計等決算審査結果報告 

──────────────────────────────── 

出席議員（14名） 

１番 日髙 正則君       ２番 森﨑 英明君 

３番 橋  重文君       ５番 春成  勇君 

６番 兒玉 秀人君       ７番 中村 末子君 

８番 永友 良和君       10番 森  弘道君 

11番 加藤 秀文君       12番 樫原 富子君 

13番 松岡 信博君       14番 緒方 直樹君 

15番 田中 義基君       16番 古川  誠君 

──────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

──────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

──────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

議会事務局長 徳永 惠子君   事務局長補佐 永友 優一君 
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議事調査係長 宮本 敦子君                 

──────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 黒木 敏之君   副町長 ………………… 早瀬 哲郎君 

教育長 ………………… 奥村 昌美君   代表監査委員 ………… 三輪 見敏君 

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………… 横山 英二君 

財政経営課長 ………… 野中 康弘君   建設管理課長 ………… 芥田 賢治君 

農業政策課長 ………… 飯干 雄司君   農業委員会事務局長 … 杉  英樹君 

地域政策課長 ………… 山下 美穂君   危機管理課長 ………… 宮越 信義君 

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 鳥取 和弘君 

町民生活課長 ………… 岩佐 康司君   健康保険課長 ………… 井戸川 隆君 

福祉課長 ……………… 杉田 将也君   税務課長 ……………… 濱本 生代君 

上下水道課長 ………… 松浦 郁雄君   教育総務課長 ………… 日高 茂利君 

社会教育課長 ………… 濱本 明俊君                      

──────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（古川  誠）  おはようございます。只今から令和７年第３回高鍋町議会定例会を

開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 この際、議会運営委員会の報告を求めます。委員長、緒方直樹議員。 

○議会運営委員会委員長（緒方 直樹君）  １４番。おはようございます。令和７年第３回

高鍋町議会定例会の招集に伴いまして、去る９月１日午前１０時より、第３会議室におき

まして議会運営委員全員、議長が出席、執行部より副町長、総務課長、財政経営課長の

３名、議会事務局より日程説明のため議会事務局長と補佐の２名が出席し、議会運営委員

会を開催いたしましたので、御報告いたします。 

 今回の定例会に提案されます案件は、報告第５号令和６年度高鍋町健全化判断比率につ

いて外報告が２件、議案第４４号令和６年度高鍋町水道事業会計未処分利益剰余金の処分

について外未処分利益剰余金が１件、認定第１号令和６年度高鍋町一般会計歳入歳出決算

について外認定が８件、議案第４６号高鍋町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正

について外条例の一部改正についてが３件、議案第５０号令和７年度高鍋町一般会計補正

予算（第３号）、議案第５１号令和７年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）外特別会計補正予算が３件、議案第５５号令和７年度高鍋町下水道事業会計補正予

算（第２号）、以上、計２４件であります。 

 執行部から説明を受け、質疑を求めたところ、委員より詳細な決算報告を求める旨の意

見が出ております。その後、議会事務局より会期日程についての説明を受け、会期につい

ては、本日９月４日から２２日までの１９日間で行うことで、委員全員の意見の一致を見
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ましたので、御報告いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（古川  誠）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、３番、橋重文議員、５番、春

成勇議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．諸報告 

○議長（古川  誠）  日程第２、諸報告を行います。 

 まず、議長の会務報告につきましては、別紙がお手元に配付してありますが、これによ

り朗読及び説明を省略して差し支えありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古川  誠）  異議なしと認めます。したがって、議長の会務報告は朗読及び説明

を省略いたします。 

 次に、議員派遣の報告につきましては、報告書がお手元に配付してありますので、これ

により報告といたします。 

 次に、常任委員会行政調査報告を求めます。総務厚生常任委員会委員長、日髙正則議

員。 

○総務厚生常任委員会委員長（日髙 正則君）  １番、日髙正則。おはようございます。総

務厚生常任委員会の行政調査報告をさせていただきます。 

 日時は６月２５日から２６日までの２日間、委員６名、１名欠席、事務局１名の計７名

で、大阪府茨木市文化・子育て複合施設おにクル、大阪府豊中市社会福祉協議会、大阪府

豊中市救命力世界一宣言、北大阪消防指令センターを調査先として研修してまいりました。 

 まず、初日の２５日は、大阪府茨木市文化・子育て複合施設おにクルを視察いたしまし

た。茨木市文化・子育て複合施設おにクルを建設するまでに取り組んだ内容の調査を行っ

ております。 

 建設に至った経緯は、経年劣化による維持管理の増加、舞台装置の旧式化に加えバリア

フリー、耐震性の面で課題のあった市民会館の閉鎖に伴い、跡地活用の検討を行った結果、

建設に至ったと説明がありました。 

 市民会館跡地の活用に当たり、建て替えありきではなく市民との対話、参加と考えの下、

茨木市在住の１８歳以上の市民５,０００人に無作為抽出を対象としたアンケート調査や、

１０８回、参加者延べ人数２,２１７人、市民と一緒につくり、考えた時間５,５００時間

をかけ行ったワークショップで、過ごし方ややってみたいことをヒアリングし、設計に反

映させたと説明でありました。 

 施設には、７階建て各フロアに８つの運営主体が同居している。指定管理として全館管

理、屋内こども広場、市民活動センター、市直営として全体調整、連携、総括、中央図書
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館、こども支援センター、その他として一時保育室（委託）、カフェ（目的外利用）など

が入っている。来館者数が令和６年６月６日、１９２日目で１００万人、令和６年１２月

４日、３７４日目で２００万人、令和７年６月１６日、５６２日目で３００万人で市民と

の対話を重ねたこと、共有と共感を丁寧にやってきたから成功があると思いました。 

 人口２８万人、建設費１６６億円という事業は、高鍋町とは規模が違いますが、この対

話、参加の取組は、予算規模の大小あれ高鍋町にもできることであり、大いに参考にでき

るので、ぜひとも取り組んでほしい。 

 ２日目の２６日は、午前中に大阪府豊中市社会福祉協議会の行政調査、地域共生社会の

実現に向けての取り組んだ内容の調査を行っております。 

 国の審議委員でもある事務局長の勝部さんの取組の原点は、阪神淡路大震災で救えなか

った人がいたからということでした。豊中市の制度のはざまの問題を解決する、考える仕

組みづくりを行った事例の紹介があり、コミュニティソーシャルワーカーを中心に学校、

病院などに自ら出向き、問題、課題を探しに行くアウトリーチは出口を決めて行うことが

大事。「各機関の、それはうちではありませんという対応が続くようでは、重層的ではな

いんですよ」という言葉は、数々の問題を解決してきた勝部さんだからこそ、その重い言

葉でした。 

 アウトリーチ、早期発見の仕組み、断らない相談支援体制、地域から社会、ＣＳＷ、支

援会議、参加支援、食のアウトリーチ、食材支援訪問、学校と福祉の連携プロジェクト、

外国人と福祉の連携支援、ひきこもり支援、８０５０丸ごと支援など、多くの事業の説明

がありました。 

 ひきこもりへの居場所づくりの説明の中の、「どこかで誰かとの出会いがあれば、自信

がつき、人は変わる」や、災害時の安否確認ボランティアは現在８,０００人以上、「支

えられる人から支えられる側へ」、「全ての人に居場所を」と活動してきた結果で、どの

言葉もとても重みのあるものでした。最終的には、福祉でまちおこしができる体制を取り

組むことが必要であると考える。今後の体制づくりの参考になる調査でありました。 

 午後から大阪府豊中市救命力世界一宣言、北大阪消防指令センター。救命力世界一宣言

の経緯や市民への波及効果や意識変化などの説明を受けております。北大阪消防指令セン

ターの管轄は５市２町で、令和６年３月末現在で人口１１４万３,３６７人、世帯数

５５万２,７３３世帯、面積２９０.６９平方キロメートルであります。 

 豊中市は救命率、心臓の疾患が原因でかつ心肺停止の時点を、一般市民により目撃され

た症例のうち１か月後生存が確認された症例の率が、全国や都道府県の中でも最も数値の

高かった富山県と比べても高い数値であったことから、宣言を行った経緯の説明がありま

した。 

 説明の中で、普通救命講習修了者数の人口に対する割合が、全国でトップレベルである。

ジュニア救命サポーター事業で、小学５、６年生を対象に救急救命士が簡易キットを使用

して救命講習を実施している。救命力世界一シンポジウム開催で、全ての人を対象に市民、
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事業者、救急隊、地域医療の連携による救命力により、世界一安心・安全のまちづくりを

推進していくことに取組されている。 

 救急車の到着時間は、全国７.１分ですが、豊中市は４.２分です。住民の生命と財産を

本気で守るという姿勢が感じられました。 

 大阪府茨木市、豊中市社会福祉協議会、豊中市消防局、丁寧な対応をしていただき、内

容の濃い２日間の行政調査でした。 

 以上、総務厚生常任委員会の行政調査報告を終わります。 

○議長（古川  誠）  次に、文教産業建設常任委員会行政調査報告を求めます。文教産業

建設常任委員会委員長、橋重文議員。 

○文教産業建設常任委員会委員長（橋  重文君）  ３番、橋重文。文教産業建設常任委員

会の行政調査報告をさせていただきます。 

 日時は７月１日から２日までの２日間、委員７名、事務局１名の計８名で、ふるさと納

税に積極的に取り組んでおられる大阪府泉佐野市と髙島崚輔第２３代芦屋市長が唱える教

育大綱などについて、兵庫県芦屋市を調査先として研修してまいりました。 

 まず、初日の１日は、本町のふるさと納税寄附額がなかなか伸びないことから、寄附額

を伸ばす秘密はないかと、先進地である泉佐野市に視察研修を行いました。研修では、ふ

るさと納税担当１２年のベテラン職員である阪上博則政策監から、泉佐野市ふるさと納税

の仕組みと成長戦略について、きめ細かに説明を受けました。 

 千代松市長が就任した翌年の平成２４年度より、税外収入獲得施策の柱として、ふるさ

と納税の取組を強化し、ふるさと納税制度が創設された平成２０年度からの累計受入額が、

令和７年３月３０日付で１,５００億円に到達。ふるさと納税制度は、地域資源の豊富な

自治体とそうでない自治体との格差が生じるもの。中間事業者のよしあしで寄附額の多数

を左右することになり、民間ポータルサイトは人気の４大サイトだけで十分などとの説明

がありました。 

 泉佐野市は、令和元年６月より約１年１か月の期間、ふるさと納税制度から除外されま

したが、令和２年７月３日に制度へ復帰し、同年１１月にふるさと納税の新しい形「＃ふ

るさと納税３.０」をリリースし、ふるさと納税を活用した企業誘致や地場産業への支援

を充実させています。この取組のノウハウを特産品開発に取り組む全国の自治体にも積極

的に提供しています。 

 ＃ふるさと納税３.０では、ふるさと納税の返礼品を規制する、いわゆる地場産品規制

に対応し、資源の少なかった泉佐野市が新たな地場産品、返礼品をつくるための補助金制

度でした。これらプロジェクトから生まれた返礼品は数百種類に上り、寄附額を大きく押

し上げる原動力となったとのことでした。 

 これらの補助金の原資、ふるさと納税の寄附額５０％のうち４０％をクラウドファンデ

ィング型のふるさと納税で調達しようとするもので、ふるさと納税の寄附で全ての経費を

賄うので、実質、財源の持ち出しはしないとのこと。市には利益はないが、新たな産業や
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雇用の創出、今後の税収、ふるさと納税増につながっているとのことでした。高鍋町でも

一考していただきたいと思います。 

 また、高鍋町が地域商社を設立して取り組むことはなかなか難しいとの認識を持ってお

られ、泉佐野市ふるさと納税１２年の担当者は、面識のある都農町で活躍していた山本貴

士氏を呼び込めば、成功するのではないかとのことでした。高鍋町がふるさと納税額を増

やすためには、部署、人員、そして泉佐野市のノウハウを活用することが必要であると思

いました。 

 ２日目は、日本一若い市長である髙島崚輔氏の制定された教育大綱について研修してま

いりました。 

 この芦屋大綱は、「自分と地球の未来を、探究と創造を通じて切り拓く市民」になるこ

とを目指しています。そのために、ちょうどの学びとそれを支える環境づくりを目指し、

具体的には、児童生徒、教師、市民それぞれにとってのちょうどの学びをする芦屋教育大

綱が策定されています。 

 それを受けた教育委員会の取組として、子どもたちの多様なニーズに応え、自ら未来を

切り拓く力を身につけるために、Ａｓｈｉｙａ ＰＥＡＣＥプロジェクトを推進していま

した。ＰＥＡＣＥとは、居場所、探求、個別最適な支援、協働、体験・経験の５つのコン

セプトから構成されており、夢中になって学ぶ楽しさを追求しようとするものです。 

 芦屋市でも学校以外の適応教室のびのび学級に通ってくる不登校生徒が多かったようで

すが、２年前から校内支援サポートができたことによって、適応教室のびのび学級が減少

したとのことでした。子どもたちも教師も保護者の方も、自ら何ができるか問いながら、

芦屋を世界一にするために、それぞれ教育大綱の趣旨に沿った活動をしておられるようで

す。少子高齢化が進む中、子どもは社会の宝という認識を基盤に、社会全体で子育てを支

援する動きが求められると思いました。 

 以上、文教産業建設常任委員会の行政調査報告を終わります。 

○議長（古川  誠）  以上で、常任委員会行政調査の報告を終わります。 

 次に、例月現金出納検査結果報告につきましては、報告書がお手元に配付してあります

ので、これにより報告とします。 

 次に、町長の政務報告を行います。町長の政務報告につきましては、報告書がお手元に

配付してありますので、これにより報告といたします。 

 以上で、日程第２、諸報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．会期の決定 

○議長（古川  誠）  次に、日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、会期日程予定表のとおり、本日から９月２２日

までの１９日間にしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（古川  誠）  異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月２２日まで

の１９日間に決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．報告第５号 

日程第５．報告第６号 

日程第６．報告第７号 

○議長（古川  誠）  日程第４、報告第５号令和６年度高鍋町健全化判断比率についてか

ら、日程第６、報告第７号令和６年度高鍋町教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価等についてまで、以上３件を議題といたします。 

 まず、町長の報告を求めます。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。皆様、おはようございます。報告第５号令和６年度高鍋町

健全化判断比率について及び報告第６号令和６年度高鍋町公営企業資金不足比率について、

一括して御報告申し上げます。 

 まず、報告第５号令和６年度高鍋町健全化判断比率についてでございますが、地方公共

団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、実質赤字比率、連結実質赤

字比率、実質公債費比率及び将来負担比率につきまして御報告するものでございます。 

 ４つの健全化判断比率のいずれかが、括弧書きで記載しております早期健全化基準以上

である場合は、財政健全化計画を定めなければならないと規定されておりますが、本町に

おきましては、いずれの比率も早期健全化基準未満となっております。 

 次に、報告第６号令和６年度高鍋町公営企業資金不足比率についてでございますが、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、公営企業の資金不

足比率につきまして御報告するものでございます。 

 公営企業の資金不足比率が、経営健全化基準である２０％以上である場合は、経営健全

化計画を定めなければならないと規定されております。本町におきましては、水道事業会

計、下水道事業会計が対象となりますが、いずれも資金不足は発生しておりません。 

 以上、２件につきまして御報告を申し上げます。 

○議長（古川  誠）  次に、教育長の報告を求めます。教育長。 

○教育長（奥村 昌美君）  教育長。おはようございます。報告第７号令和６年度高鍋町教

育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等について御報告申し上げます。 

 本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定により提出す

るものでございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第４４号 

日程第８．議案第４５号 

日程第９．認定第１号 

日程第１０．認定第２号 
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日程第１１．認定第３号 

日程第１２．認定第４号 

日程第１３．認定第５号 

日程第１４．認定第６号 

日程第１５．認定第７号 

日程第１６．認定第８号 

日程第１７．認定第９号 

日程第１８．議案第４６号 

日程第１９．議案第４７号 

日程第２０．議案第４８号 

日程第２１．議案第４９号 

日程第２２．議案第５０号 

日程第２３．議案第５１号 

日程第２４．議案第５２号 

日程第２５．議案第５３号 

日程第２６．議案第５４号 

日程第２７．議案第５５号 

○議長（古川  誠）  日程第７、議案第４４号令和６年度高鍋町水道事業会計未処分利益

剰余金の処分についてから、日程第２７、議案第５５号令和７年度高鍋町下水道事業会計

補正予算（第２号）まで、以上２１件を一括議題といたします。 

 一括して提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。議案第４４号令和６年度高鍋町水道事業会計未処分利益剰

余金の処分についてから、議案第５５号令和７年度高鍋町下水道事業会計補正予算（第

２号）についてまで、一括して提案理由を申し上げます。 

 まず、議案第４４号令和６年度高鍋町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及

び議案第４５号令和６年度高鍋町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてでござ

いますが、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、同剰余金の処分について議会の

議決を求めるものでございます。 

 次に、認定第１号令和６年度高鍋町一般会計歳入歳出決算についてから、認定第７号令

和６年度西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計歳入歳出決算についてまででございま

すが、令和６年度各会計の歳入歳出の決算について、地方自治法第２３３条第３項の規定

により議会の認定に付するものでございます。 

 初めに、認定第１号の一般会計については、歳入総額１２１億３,２２５万２１６円、

歳出総額１１４億２,８６９万６,２８６円、差引き７億３５５万３,９３０円となってお

ります。 

 次に、認定第２号の国民健康保険特別会計については、歳入総額２３億４,０９６万
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２４０円、歳出総額２３億２,２８７万４,２１０円、差引き１,８０８万６,０３０円とな

っております。 

 次に、認定第３号の後期高齢者医療特別会計については、歳入総額６億１,８３０万

９,１３２円、歳出総額６億１,８２９万２,１３２円、差引き１万７,０００円となってお

ります。 

 次に、認定第４号の介護認定審査会特別会計については、歳入総額１,０４０万

６,９９９円、歳出総額９４６万６,９６０円、差引き９４万３９円となっております。 

 次に、認定第５号の介護保険特別会計については、歳入総額２０億２,４７０万

４,１２３円、歳出総額１８億２,２４７万４,０８５円、差引き２億２２３万３８円とな

っております。 

 次に、認定第６号の一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計については、歳入総額２,２３６万

３,７１０円、歳出総額２,２３６万３,７１０円、差引きゼロ円となっております。 

 次に、認定第７号の西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計については、歳入総額

８万５,５８６円、歳出総額７万３,８４８円、差引き１万１,７３８円となっております。 

 次に、認定第８号水道事業会計については、地方公営企業法第３０条第４項の規定によ

り議会の認定に付するものでございます。 

 収益的収入総額４億６,２５５万３,５９６円、支出総額４億７４３万６,９６８円で、

当年度純利益は５,５１１万６,６２８円でございました。 

 次に、資本的収支でございますが、収入総額６,３７０万円、支出総額２億８,３７９万

４,５１７円となっております。なお、資本的収入が支出に対して不足する額２億

２,００９万４,５１７円は、当年度損益勘定留保資金等で補填いたしました。 

 次に、認定第９号下水道事業につきましては、地方公営企業法第３０条第４項の規定に

より議会の認定に付するものでございます。 

 収益的収入総額３億４,２６５万８,９１４円、支出総額３億１,７２３万３,１０５円で、

当年度純利益は２,５４２万５,８０９円でございました。 

 次に、資本的収支でございますが、収入総額９,７５２万２,８３０円に対し、支出総額

１億９,８１４万９,２４１円となっております。なお、資本的収入が支出に対して不足す

る額１億６２万６,４１１円は、当年度損益勘定留保資金等で補填いたしました。 

 次に、議案第４６号高鍋町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてでござ

いますが、令和６年度末に県を通じ、国から５５歳を超える職員の昇給については、国家

公務員と同様の抑制を講じる旨の通知があったことを受け、当該職員の昇給の取扱いを国

と同様とするために、条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、議案第４７号高鍋町議会議員及び高鍋町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の一部改正についてでございますが、最近における物価の変動等を考慮し、国

会議員の選挙における選挙運動に関し、公営に要する経費に係る限度額を引き上げること

等を目的として、公職選挙法施行令の一部を改正する政令及び公職選挙法施行規則の一部
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を改正する省令が、本年６月４日に公布・施行されたことに伴い、本町の条例において定

めている高鍋町議会議員及び高鍋町長の選挙における選挙運動の公費負担の限度額を国と

同様の基準に引き上げるため、条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、議案第４８号高鍋町火入れに関する条例の一部改正についてでございますが、今

回の改正は、過去に行われた気象に関する注意報の名称変更が条例に反映されていないこ

と等が判明したため、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第４９号高鍋町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につ

いてでございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が施行

されることに伴い、高鍋町企業職員についても育児のために職員が取得する部分休業制度

に関し、同制度の規定を適用させる必要があることから、条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

 次に、議案第５０号令和７年度高鍋町一般会計補正予算（第３号）についてでございま

すが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ４億１,２２２万６,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１２５億８,３８４万３,０００円とするものでございます。 

 補正の主なものについてでございますが、歳出では、本町は令和７年度ＳＤＧｓ未来都

市に選定されたことから、ＳＤＧｓの認知・理解の促進及びＳＤＧｓ未来都市計画の推進

に向けた機運の醸成を図るため、予算を計上したほか財政調整基金積立金、医療的ケア児

等短期入所拡大促進事業、町単独道路改良事業、東小学校正面入り口付近舗装工事等の追

加及び人事異動等に伴う人件費の調整等でございます。 

 また、テレビ放送が受信できるカーナビ機器付き公用車１台について、ＮＨＫの受信契

約を締結しておらず、受信料が未払いであったことから、受信料を支払うための予算を計

上しております。 

 財源といたしましては、寄附金、繰入金及び繰越金等でございます。併せまして地方債

につきまして、単独道路改良事業外１件の変更を行うものでございます。 

 次に、議案第５１号令和７年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

てでございますが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ４１７万９,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ２３億６,７８６万７,０００円とするものでございます。 

 補正の内容といたしましては、歳出は、職員の人事異動に伴う人件費の調整、子ども・

子育て支援金制度の施行に伴うシステム改修委託料及び高額介護合算療養費の確定に伴う

保険給付費の増額でございます。 

 歳入は、システム改修費用に係る国庫補助金、保険給付費に係る県補助金及び人件費に

係る一般会計繰入金の増額でございます。 

 次に、議案第５２号令和７年度高鍋町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いてでございますが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ１６６万１,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億４,５３９万７,０００円とするものでございます。 

 補正の内容といたしましては、子ども・子育て支援金制度の施行に伴うシステム改修委
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託料の増額でございます。 

 財源といたしましては、子ども・子育て支援事業費国庫補助金でございます。 

 次に、議案第５３号令和７年度高鍋町介護認定審査会特別会計補正予算（第１号）につ

いてでございますが、今回の補正は、歳入歳出予算の総額に変更はなく、令和６年度事業

費の確定に伴い、歳入の費目間で財源更正するものでございます。 

 次に、議案第５４号令和７年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第１号）についてで

ございますが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ２億３８６万５,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ２１億７,５２５万１,０００円とするものでございます。 

 補正の主なものは、歳出では、職員の人事異動に伴う人件費の調整、令和６年度事業費

確定に伴う国庫支出金等返還金、支払基金返還金、一般会計繰出金及び介護給付費準備基

金積立金の増額でございます。 

 歳入は、人件費等に係る一般会計繰入金及び令和６年度決算に伴う繰越金の増額でござ

います。 

 次に、議案第５５号令和７年度高鍋町下水道事業会計補正予算（第２号）についてでご

ざいますが、今回の補正は、収益的支出を１,１８１万６,０００円追加し、収益的支出総

額を３億３,８７２万８,０００円とし、資本的収入を１,１１３万５,０００円と減額し、

資本的収入総額を７,４１３万２,０００円とするものでございます。 

 補正の内容といたしましては、収益的支出については、高鍋町公共下水道全体計画区域

における汚水処理構想の見直しに伴う委託料の増額及び人事異動に伴う人件費の増額。 

 資本的収入については、主に令和６年度下水道事業会計決算の確定に伴い他会計負担金

を減額するものでございます。 

 以上、２１件の議案等につきまして、御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．令和６年度高鍋町一般会計及び特別会計等決算審査結果報告 

○議長（古川  誠）  日程第２８、令和６年度高鍋町一般会計及び特別会計等決算審査結

果の報告を求めます。三輪見敏代表監査委員。 

○代表監査委員（三輪 見敏君）  代表監査委員。皆さん、おはようございます。それでは、

監査委員２名を代表いたしまして、令和６年度の決算審査及び基金運用状況の審査結果を

御報告いたします。 

 それでは、タブレットのほうの令和６年度高鍋町歳入歳出決算審査意見書及び基金運用

状況審査意見書の６ページをお開きください。 

 第１の審査の概要ですが、１の地方自治法の規定に基づきまして、２の８項目の審査の

対象に対しまして、３の令和７年７月４日から令和７年７月３１日までの実質審査日数

１９日間で、４の審査の着眼点及び実施内容につきまして、高鍋町監査基準に準拠し、決

算審査及び基金運用審査を実施いたしました。なお、監査基準に基づき職員に対して、講

評に対する弁明及び意見の聴取を行いましたが、弁明及び意見はございませんでした。 
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 ５の審査の結果でございますが、要約して申し上げます。令和６年度一般会計及び特別

会計に関する調書は、関係法令に準拠して調整されており、関係諸帳票をはじめ、その他

の証拠書類などと照合審査した結果、決算に関する計数はいずれも正確であることを確認

いたしました。 

 また、予算の執行、会計事務及び財産の管理など、財務に関する事務の執行は適正に処

理されているものと認められました。 

 さらに、基金運用状況につきましても計数は正確であり、基金の運用が確実かつ効率的

に行われていることを確認いたしました。 

 それでは、審査結果につきまして、主立ったところを報告いたします。 

 まず、一般会計から御報告いたします。 

 それでは、８ページの第２表を御覧ください。令和６年度一般会計の決算額は、歳入歳

出ともに増加しております。当該年度のみの歳入で歳出が賄えたかどうかを見る単年度収

支は１,５７３万６,０００円の赤字となっておりますが、真に黒字基調であるかどうかを

見る実質単年度収支、こちらは２,０４８万４,０００円の黒字となっております。 

 歳入面の主な減少要因としては、定額減税や償却資産経年減価等による町税の減等が挙

げられます。 

 主な増加要因としては、基準財政需要額の増と基準財政収入額の減による普通交付税の

増、それから基地対策や現年災による特別交付税の増、また、ふるさと納税による寄附金

の増等が挙げられます。 

 一方、歳出面の主な要因としては、職員給与、会計年度任用職員報酬、勤勉手当の増に

よる人件費の増、就学前教育・保育施設整備事業や高鍋駅舎大規模改修事業等による普通

建設事業費の増、システム標準化移行の業務委託料やコンビニ交付システム構築導入業務

委託等による物件費の増等が挙げられます。 

 １４ページの第４表を御覧ください。歳入を財源別に分析しますと、自主財源は対前年

６.４％増、依存財源は対前年７.１％増となっており、自主財源比率は４４.６％で、対

前年０.１ポイント減と、若干ではありますが低下しております。 

 ２６ページ、第１７表を御覧ください。歳出を性質別に分析しますと、義務的経費は対

前年５.１％増、投資的経費は対前年９.１％増、その他の経費が対前年８.２％増となっ

ており、全費目で増加し、合計で７億３,１７２万８,０００円、６.８％ほど増加してお

ります。 

 ４５ページ、基金の推移でございますが、令和７年５月末の合計残高は５４億６２１万

４,０００円で、対前年１億７３７万４,０００円減となっていますが、財政調整基金は対

前年３,６２２万円増の１５億７,３８９万８,０００円となっております。 

 ４６ページの総括でございますが、要約して申し上げます。さきの歳出決算のところで

も申しましたとおり、経費は全費目で増加しております。今後につきましても、様々な要

因による扶助費の増大、また公共施設整備への財源確保や災害への備え等、財政需要はま
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すます拡大していくものと予想されます。そのためにも町税等の徴収努力はもちろんのこ

とですが、ふるさと納税は域内の経済発展にも貢献する自主財源確保の有効な手段です。

令和６年度は対前年２割強の増となり、一定の努力は認められましたが、見込み額には届

いていない状況です。 

 今後も、町の特色を生かした返礼品の開発等を進め、さらなる積み上げに努めていただ

きたいと思います。 

 また、今後の予算編成に当たりましては、有効性・効率性・経済性を念頭に置き、事業

の優先順位や費用対便益の精査の下、的確な見積りを行う等、財政運営に努められ、町民

の福祉向上と町政の発展に向けて、全職員一丸となって取り組まれるよう期待するもので

あります。 

 続きまして、特別会計を御報告いたします。 

 まず、国民健康保険特別会計ですが、５４ページの結びを御覧ください。要約して申し

上げます。国民健康保険の加入状況は、対前年、世帯数、被保険者数ともに減となってお

り、歳入歳出もともに減となっておりますが、国民健康保険基金の財政状態は安定してお

ります。保険税の滞納累計額も年々減少しており、徴収努力の効果が見受けられます。 

 今後も、引き続き国民健康保険財政の安定化のため、疾病の予防等、健康保険税の的確

な収納等に努められるよう要望いたします。 

 次に、後期高齢者医療特別会計ですが、５６ページのむすびを御覧ください。決算状況

は歳入歳出ともに安定しており、今後とも状況と保険制度の推移を注意しながら運営され

ることを要望いたします。 

 続きまして、５８ページの介護認定審査会特別会計のむすびを御覧ください。令和６年

度の要介護・要支援の申請数は、対前年６５件減の５７９件で、申請者のうち非該当者は

１２件となっております。 

 なお、３町による認定審査は的確かつスムーズに行われており、今後ともさらに連携を

密にし、適正な審査を行われるよう要望いたします。 

 続きまして、６１ページ、介護保険特別会計のむすびを御覧ください。要約して申し上

げます。令和６年度の決算は、実質収支、実質単年度収支ともに黒字となり、介護保険事

業計画に基づき適正に運営されているものと思慮されます。基金財源も確保され安定した

運営となっており、支障はないものと思慮されます。 

 今後とも、介護予防の諸事業に積極的に取り組むとともに、介護を必要とする全ての

人々に希望する介護サービスが的確に提供できるように、円滑な運営を図っていくよう要

望いたします。 

 続きまして、６３ページ、一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計ですけれども、一ツ瀬川雑

用水管理事業の施設運営は適正に行われており、順当で安定した運営となっています。 

 今後とも、収入の確保に努め、適正で安定的な運営を要望いたします。 

 次に、６５ページ、西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計のむすびを御覧ください。
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令和６年度の申立てはございませんでした。引き続き、適正な審査を行われるよう要望い

たします。 

 続きまして、別ファイルになるんですが、令和６年度水道事業会計決算審査意見書をお

開きください。水道事業会計のほうです。まず４ページの第１表、第２表を御覧ください。

令和６年度の給水件数は増加となっていますが、年間総有収水量は減少しています。 

 この主な要因は、新築アパート等の増加により給水件数は増加していますが、給水人口

が減少しているということに起因していると思われます。有収率も経営指標、県平均を上

回ってはいますが、対前年１.５ポイントほど減少しております。施設利用率、最大稼働

率はともに上昇しており、年間総配水量も対前年増加しています。 

 一方で、供給単価と給水原価で逆ざや現象が生じておりますが、逆ざやの幅は改善して

きております。 

 １０ページの損益計算書を御覧ください。令和６年度の総収益は、対前年６.７％の増、

総費用は対前年５.３％の減となっており、総収益と総費用の差額、差引きは、対前年度

１,４４１.７％増の５,５１１万６,０００円の黒字となっております。 

 収益面では、営業収益は、人口減少等により対前年減となっていますが、長期前受金戻

入や下水道徴収手数料の営業外収益の幅が大きく、総収益は増となっております。 

 一方、費用面では、営業費用の減、減価償却費の減を主な要因として、総費用は減とな

っております。 

 ２４ページのむすびのイを御覧ください。要約して申し上げます。令和６年度は、営業

収益の主たるものである給水収益が対前年減となっており、今後も大幅な増加が見込めな

い中で、企業債の元利償還金の額が、給水収益の５２.５％と経営指標を大きく上回って

おり、経営を圧迫する要因として懸念されます。 

 今後、償還額は減少していくため、経営指標は改善傾向にあると思われますが、水道事

業は装置産業であり今後も設備投資が必要なことから、継続的な漏水調査や計画的な老朽

管の管路更新等、計画的に設備投資を実施していく必要があります。 

 今後も、安全で良質な水の安定供給に向けて、町民に信頼される水道事業の執行を要望

いたします。 

 続きまして、また別ファイルになりますが、令和６年度下水道事業会計決算審査意見書

をお開きください。７ページの８表と９表を御覧ください。経営状況につきましては、総

収益、総費用ともに対前年減となっておりますが、総費用の減り幅が大きく、純損益は対

前年１２.７％増の２,５４２万５,０００円の純利益を計上しております。 

 しかし、９表のほうの営業損益では、営業収支が対前年減であるのに対し、営業費用は

対前年増であり、差引きの営業損失が、対前年増の１億９,３６７万５,０００円となって

おります。 

 １７ページの結びを御覧ください。要約して申し上げます。令和６年度における公共下

水道事業の業務状況は、下水道に接続可能な下水道整備済み人口が７１名増加し、下水道
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接続済み人口も８７名増加しております。 

 本町の公共下水道事業は、公営企業会計に移行し２年目となりますが、令和６年度の経

営成績については、さきに申し上げたとおりです。 

 公営事業は、事業の性質上、経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費等に

ついては、適正な費用負担区分を前提として、他会計から資金を繰り入れることが認めら

れており、本町においては、一般会計から下水道事業会計に２億９７８万２,０００円が

繰り入れられております。これは、受益と負担の公平性の観点から慎重に取り扱われるべ

きものであり、使用料収入の確保等を的確に把握し、使用料単価と汚水処理原価の差額の

縮減に努めていただくことを要望いたします。 

 本町の人口は減少傾向にあり、使用料収入の減少が続くものと予測されます。加えて設

備更新投資や施設の改修費用も見込まれるなど、経営環境は厳しい状況になるものと思慮

されます。 

 そのような中で、公共下水道事業の現状と今後の情勢を的確に見据えながら、衛生的で

快適な生活環境を維持し、水質保全を図っていくためには、経営の健全性が不可欠である

ことから、引き続き収益の確保や費用の抑制の取組を推進し、経営改善につなげられるよ

う要望するものであります。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（古川  誠）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

午前10時57分散会 

────────────────────────────── 


